
様式第 4号
(表面)

整 理 番 号

写  真

受 講 希 望 日 (場 所 )

月   日 ( )

縦 3.Ocm

横 2.4cm

狩 猟 免

沖縄県知事 殿

許 更 新 申 請 書

令和  年  月  日

収入証紙

住    所

T

電話番号 ( )

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日 年  月  日生

下記の とお り狩猟免許の更新 を受 けたいので、鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律第51条 第 1項の規定によ り申請 します。

記

(1)更新 を受けよ うとす る狩猟免許の種類及び使用 しよ うとする猟具の種

類並びに第 1種銃猟免許又は第 2種銃猟免許の猟具の所持許可 (免許の

種類欄の回に レF「 を付 し、番号にO印 を付す。 )

□網猟免許  1 網 □わな猟免許  2 わな

□第 1種
銃猟免許

3 ライフル銃
猟 銃 ・ 空 気 銃

所持許可証番号 号4 散 弾 銃

5 空気銃 (圧縮

ガスを使用する

ヤ、のオ/含ねハ )

交 付 年 月 令和  年 月 日
回第 2種

銃猟免許

6 空気銃 (圧縮

ガスを使用する

ものを含む。 )

免許の種類 狩猟免許番号 講 習 会
適性試験の結果

視  カ 聴  力 運動能力 ※適性試験

の免除

網 猟 免 許 号

わな猟免許 号

第  1 種

銃 猟 免 許
号

第  2 種

銃 猟 免 許
号



裏面)

修)更新 しようとする狩猟免許 (免許の種類欄の国に レ印を付す。 )

免許の種類
狩猟免許を交付 した

都 道 府 県 知 事 名

狩猟免状

の 番 号
交 付 年 月 日

□網猟免許 知事 号 年  月  日

□わな猟免許 知事 号 年  月  日

□第 1種銃猟免許 知事 号 年  月  日

□第 2種銃猟免許 知事 号 年  月  日

(3) 同一登録年度内において、更新を受けようとする狩猟免許 と異なる種類の狩猟免許に係る免許申

請書又は免許更新申請書を提出している場合は、その狩猟免許の種類

免 許 の 種 類

ほ)認定鳥獣捕獲等事業の従事者の場合において、狩猟についての必要な適性を有することの確認。

(確認がなされている場合は、適正の確認欄の回に レ印を付すること。)

適 正 の 確 認

記載上の注意事項

1 文字は楷書で明瞭に記載すること。

2 太枠欄には、申請者は記載 しないこと。

3 14)に おいて、適正の確認がなされている場合は、認定鳥獣捕獲等事業者が当該事業者

について、狩猟について必要な適性の確認をした書面を添付すること。



受B希諷日激び将断を配A.

整 理 番

受 講 希 望 日 (場 所 )

7月 21日 ( 中部     )

写 真

縦3.Ocm

積2.4om

狩

沖縄県知事 殿

猟 免 許 更 新 申 請 書 収入証紙

4年 O月 00日
県収入肛紙を鵬り付

ける。

(1つの見許につと
2,000円 。)

住   所

〒900‐日日フロ

沖縄県那覇市寂崎●丁目●督●号

電話番号 (09日‐BEE日0●●0)

ふ り が な 壺営4虫 ____生登登_…………………………………………

氏    名 沖 縄 六 郎
(記名押印又は署 .々)

生 年 月 日 昭和0●年 ●月 ● 日生

下記のとお り狩猟免許の更新を受けたいので、舟獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律第51条第 1項の規定により申請 します。

記

(1)更新を受けようとする狩

類並びに第 1種銃猟免許又

の種

と入れる。 (免許の

種類欄の□に レF口 を付 し、

□網猟免許  1 網 な猟免許 2 わ な

3 ライフアレ銃
猟 銃 ・ 空

○をつける。
□第 1種
銃猟免許

4散 弾 銃 所持許

5 空気銃 (圧縮

ガスを使用する

6 空気銃 (圧縮

ガスを使用する

ものを含む。)

交 付 年 月 令不日 年  月  日
□第 2種
銃猟免許

申隔口を配入。

免許の種類 狩猟免許番号 講 習 会
適性試験の結果

視  カ 聴  カ 運動能力 ※適性試験

の免除

網 猟 免 許 号

「

¬

わな猟免許 何も しヽないこと。

第  1 種

銃 猟 免 許

L
号

」

第  2 種

銃 猟 免 許
号

様式第 4号
(表面)

記入制 (紹 ,わな蝋免許)

【裏面もご確認ください】



裏面)

修)更新 しようとする狩猟免許 (免許の種類欄の□にレ印を付す。)

免許の種類
狩猟免許を交付 した

都 道 府 県 知 事 名

狩猟免状

の 番 号
交 付 年 月 日

□網猟免許 知事 号 年  月  日

▽ねな猟免許 沖縄県知事 第0● 0号
(

令和元年  9月  14日

□第 1種銃猟免許 知事

E断する欝H免許の免法に阻職きれている、

口を配入。□第 2種銃猟免許 知事

0)同 一登録年度内において、更新を受けようとす る行猟免計 と異なるイ璽類の行つチR免計に係 る免計 甲

請書又は免許更新 申請書を提出 している場合は、その狩猟免許の種類

免 許 の 種 類

ほ)認定鳥獣捕獲等事業の従事者の場合において、狩猟についての必要な適性を有することの確認。

(確認がなされている場合は、適正の確認欄の国にレ印を付すること。)

適 正 の 確 認

記載上の注意事項

1 文字は楷書で明隙に記載すること。

2 太枠欄には、申請者は記載 しないこと。

3 惚)に おいて、適正の確認がなされている場合は、認定鳥獣捕獲等事業者が当該事業者

について、狩猟について必要な適性の確認をした書面を添付すること。



株式第 4号

(表面)

記入例 (競錦免許)

受B希嵐口及び場所と配八.
写 真

縦3.Ocm

横2.4cm

受 講 希 望 日 (場

7月 21日 ( 中側

所 )

)

整 理 号

狩 猟 免 許 更 新 申 請 書

申隔口を記入。 4 年0月 00日
沖縄県知事 殿

〒9ロロロB57ロ
沖縄黒那爾市工崎●T目●番●号

電話番号 (09日口BEE口 0●0● )

住    所

ふ り が な

氏    名

登強 __……4登登__………………………………………

沖 縄 六 田
(記名押印又は署名 )

●月 ● 日生生 年 月 日

下記のとお り狩猟免許の更新を受けたいので、

に狩猟の適正化に関する法律第51条第 1項の規定により申請 します。

記

但)更新を受けようとする狩猟免許の種類及

類並びに第 1種銃猟免許又は第 2種銃猟免

鳥獣の保護及び管理並び

種類欄の回に ″F口 を し、番号にO印を付す

□わな猟免

使用している韓RにOを付ける。

鶴と所持している将合は.斜

“

所掃許町Eの住所

のヘージに置鵬きれてい0晉号 (11ケタ)と

“

入。

紫『館

“

断掃許可臣の写し(例 )』 と●翻。

散 弾 銃 ●0●●0●●●号

猟 銃 ・ 空 気 銃

所持許可証番号

5 空気銃 (圧縮

ガスを使用する

種

許

1姦
銃猟免

令和0●年●月●交 付 年 月 日

県収入肛紙を附り付

ける。

(1つの免許につと
2,900円 。)

収入証紙

6

ものを含む

空気銃 (圧縮

ガスを使用する
□第 2種
銃猟免許

露を所博している場合は、露

“

断持許可隠の住所のベージに配

日と阻入。れてい
(例)Jと●隠。狩猟免許番号免許の種類

号網 猟 免 許

わな猟免許 しないこと。何も

第  1 種

銃 猟 免 許

号
第

銃 免 許

2 種

【裏面もご確認ください】



裏面)

12)更新 しようとする狩猟免許 (免許の種類欄の国にレ印を付す。)

免許の種類
狩猟免許を交付 した

都 道 府 県 知 事 名

狩猟免状

の 番 号
交 付 年 月 日

□網猟免許 知事 号 年  月  日

□わな猟免許 知事 号 年  月  日

y発 1種銃猟免許 沖縄県知事 第●0● 号 令和元年 9月  14日

□第 2種銃猟免許 知事

13)同一登録年度内において、更新を受けようとす E断する欝H免許の角凛に配鵬きれている、

請書又は免許更新申請書を提出している場合は、 日を配八.

免 許 の 種 類

僻)認定鳥獣捕獲等事業の従事者の場合において、狩猟についての鉢要な適性を有することの確認。

(確認がなされている場合は、適正の確認欄の□にレF「 を付すること。 )

適 正 の 確 認

記載上の注意事項

1 文字は楷書で明,凍 に記載すること。

2 太枠欄には、申請者は記載 しないこと。

3 但)において、適正の確認がなされている場合は(認定鳥獣捕獲等事業者が当該事業者

について、狩猟について必要な適性の確認をした書面を添付すること。



診 断 書

住  所

氏  名

生年月 日 大・昭 。平   年   月 日

(   歳 )

上記の者は下記のいずれの要件にも該当しないことを診断します。

1 精神障害又は発作による意識障害をもた らし、その他の狩猟を適正に行 う

ことに支障を及ぼすおそれがある病気 として、次に掲げるものにかかって

いる者

(1)統合失調症

(2)そ ううつ病 (そ う病及び うつ病を含む。)

(3)て んかん (発作が再発するおそれがないもの、発作が再発 しても意識障

害がもた らされないもの及び発作が睡眠中に限 り再発す るものを除

く。)

(4)(1)か ら (3)ま でに掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別 し、

又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著 しく低下させる

症状を呈する病気

2 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

3 1及 び 2に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別 し、又はその判別

に従つて行動する能力がなく、又は著 しく低い者

令和   年   月 日

住 所

医師名 Fロ




